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東北タイ農村における農地貸借と

農業共同経営に関する経済分析

—ーコンケーン県ドンデーン集落を事例にして一一
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III 親了農業共同経営と刈分小作との比較分析

w 部分共同経営と刈分小作に関する地代論的分析
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1. 課題と方法

故水野浩一氏は，東北タイ牒村ドンデーン集落

(Van Don Daeng)の調査結果から，タイ農村の社

会構造を理解するための核心となる概念として

「屋敷地共住集団」を明らかにした（注 1)。しかし

その実態は近い親類関係にある複数世帯の共住よ

りも，農業経営や生活に関する相互扶助が基本的

に重要な機能となっている。その限りで「屋敷地

共住集団」の呼称は適切でない（注 2)。むしろ，本

集落における農地制度を考える場合，その原型と

なる概念は「屋敷地共住集団」の農業経営体的側

面である。それは親子の関係にある複数世帯が，

その保有する農地や労働力，資本を相互に提供し，

これら経営要素を結合して，共同で運営する腹業

共同経営であり，これを本稿では親子農業共同経

営と呼ぶ（注 3)。

従来，中部タイを除くタイ農村では，自作農比
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率が高く，地主小作関係は親族内における相互扶

助的性格が強いものとされていた（注4)。しかし，

ドンデーン集落の現状は自作地率38f蹂，共同経営

地率39客，小作地率23は（後出第8表）であり，共

同経営地が多く，小作地も増加傾向にある。それ

ゆえ，本集落では親子農業共同経営ならびにそれ

と関連した地主小作関係の分析が，重要な課題で

ある。

ところで最近の東南アジア農地制度論では，次

の2点について新しい見解が展開されている。第

1に，相互扶助的地主小作関係について，地主と

小作農とを分離して，それぞれひとつの経営経済

単位とせずに，地主小作関係を一種の内部組織と

して考える見解である（注5)。この場合，地主・小

作農間の対等な人間関係が強調され，次に述べる

土地所有の前近代的性格が看過されている点に問

題がある。第 2に， 19世紀タイ社会にみられた土

地保有と近代的士地所有権との中間に位置する士

地所有形態について，親から子への所有権移転が

3段階で行なわれる点が指摘されている。しかし

この場合，親族組織における相互扶助との関連な

らびに士地所有権の性格規定に関する分析が不十

分である。本稿では，近代的土地所有権の前に位

置するタイ農村における支配的土地所有形態を伝

『アジア経済』 XXVー11(1984.11) 
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統的土地所有と呼ぶ（注6)。

本稿では， ドンデーン集落における農家経済調

査結果を基礎に，次の 2点について実証分析する

ことが課題である。第 1に，親子・兄弟姉妹間に

おける農地配分とその利用のための慣習である伝

統的土地所有の性格ならびに現物経済と貨幣経済

とにおける農地配分の実態について明らかにす

る。第 2に，複数世帯が経営要素の提供と収穫物

の分配に関与する農業共同経営と農地貸借とにつ

いて，地代論的に考察する。

なお本集落での調査は，文部省科学研究費補助

金海外学術調査「タイ国村落構造の動態的研究

―20年間の追跡調査一ー」計画（代表：石井米雄）

の一員として実施し， 1981年11~12月と83年 7~

9月の 2回，計5カ月間行なった。本稿はその研

究成果の一部である（注7)。

2. 調査集落と調査農家の概要

ドンデーン集落は，タイ国東北部の中心都市コ

ンケーン (KhonKaen)の近くに位置している。周

辺は凹凸の多い高原地形であり， ＜ぼみに水が溜

まり，小さな湖沼が多い。低地部は水田，裔地部

は畑，川沿いには莱園（注8)が立地しており，天候

は雨季と乾季に分れる。本集落周辺では河川灌漑

事業が実施されておらず，水稲栽培は雨季に限定

されている。それゆえ水稲生産は天候に大きく影

署され，降雨の多い年は低地の水田が水没し，降

雨の少ないときは高地の水田が旱魃で不作とな

り，収量は毎年不安定である。収穫された米は大

半が自家消費され，次の十分な収穫が確認される

までは，余剰米が売却されない。

近年コンケーンヘの交通条件が改良され，本集

落では都市化の影響を強く受けている。現金収入

源としては，畑作物やとうがらしを中心とする野

菜があり，家畜飼育（牛，水牛，馬，豚，家禽）も

研究ノート， 9 ↑ 「

第1表 ドンデーン集落の概要と調査農家

[―--------
1964 I 1981 I 1983 

項目
麟面面心嚢面証謬加畑戸；←)戸数 (%)一戸数 （％） 

水
361 20.51 161 24.2 3 ラ〗未満｝ 31 23.5 5 2.8 2 3.o 

闊 3~10 2619.7 48 27.3 17l 25.9 
10~20 I 371 28.11 501 28.51 16, 24.2 

有規 20~3014 10.6 21 11.9 10| 15.2 
模 30~4013 9.8 9 5.1 3, 4.5 

40~50 I 41 3.01 51 2.81 1 1.5 
50ライ以上 71 5.31 21 1.11 1 1.5 

合 社 1321OO叶五6100.0 66100-：0 
ウ 9

（出所） 1964年の数字は，水野浩一『タイ農村の社会
組織』創文社 1981年 86ベージより引用。 1981年
の数字は， Fukui,H.; Y. Kaida; M. Kuchiba, "A 

Rice-growing Village Revisited: An Integrated 

Study of Rural Development in Northeast Thai・

land,"京都， The Center for Southeast Asian 

Studies, Kyoto University, 1983年， 214ページよ

り引用。 1983年の数字は 3月現在の筆者の調査対象
農家について示してある。

（注） 1ライは0.16haである。

盛んである。農業専従者以外では，賃金労働者や

商業従事者等が増加しており，とくにコンケーン

市や近隣の町への通勤者の増加が著しい。

本集落における農家戸数の推移についてみると

（第 1表）， 1964年の132戸から81年の176戸へと増

加し，人口も同様に810人から910人へと増加して

いる。この間大土地所有農家の減少と零細士地所

有農家の増加が著しく，また兼業農家の増加と 1

戸当り世帯構成員の減少が特徴である。本集落で

は水田の 2期作や 2毛作の導入がみられず，畑や

菜園での集約作物の導入や家畜部門の拡大によ

り，増加する農業労働力を吸収してきたが，その

他の余剰労働力は若年層を中心に農外就業先へと

流出している。

調査農家は水田所有規模階層にもとづき， 37.5

富の割合で抽出・選定した。 1983年の調査農家は

66戸であるが，このうち33戸については81年に予
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備調査を実施している（第 1表）。調査晟家のうち

貸付耕地面積のある農家は23戸，借入耕地面積の

ある農家は29戸である。また後述する親子農業共

同経営に参加している腹家は34戸であり，そのう

ち耕作世帯が18戸，土地所有世帯が16戸である。

耕作世帯の大半は経営耕地面積10ライ (1ライ＝

0.16~) 未満の零細農家であり，士地所有世帯は，

その多くが経営耕地面積10ライ以上40ライ未満層

に集中している。

（注 1) 「屋敷地共住集団」概念については，水野

浩一『タイ悶村の社会組織』創文社 1981年参照。

（注 2) 本集落における親族組織の実態と農業生産

•生活上の相互扶助関係については， 1--1 羽益生・武邑

尚彦「『屋敷地共住集団』再考――—東北クイ・ドンデー

ン村の追跡調鉦（中間報告）一—J (『東南アジア研究』

第21巻第 3号 1983年12月）参照。

そこでは「屋敷地共住集団」内の相互扶助の規範と

なる「共慟共食共用」概念が検討されており，その結

果「屋敷地共住集団」の呼称が適当でないとしている。

（注 3) 同上論文ては， 「共慟共食共用」の実態の

うち農業生産に関する相互扶助関係について，農業共

同経営，農地の委託管理または使用貸借，刈分小作，

家畜の世話を挙げている。このうち親子農業共同経営

は，マレーシアや中部タイにおいてもその存在が確認

されており，藤本氏は「分益小作」の一頬型として，

北原氏は農村労働者と地主の一類型として分析してい

る。本稿では，全面共同経営に参加する親子の複数世

帯については，これらの世帯を連結して，ひとつの経

済単位である共同経営として考察する。藤本彰三「マ

レー人稲作農民の七地制度と地主・小作関係」（『アジ

ア経済』 策22巻第 7号 1981年 7月）；北原作「タイ

米i'臼農業の経済構造(I)」（『アジア経済』第15巻第 4

け 1974年 4月）参黙。

（注 4) こ0)点についてい，滝!II勉「東南アジア土

地制度論」（『アジア経済』 第19巻第 3号 1978年 3

月）；友杉孝「クイにわける土地j所iJり展開過程」（斉

膝仁編『アジア土地政策論序説』 アジア経済研究所

1976年）参照。

（注 5) この見解については，藤本前掲論文および

福井清一「農地改革・ニ人関係・刈分小作＿中部ル
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ソン—•米作農村の事例より—--」（『農林業問題研究』

第16巻第 3号 1980年 9月）参照。

（注 6) 友杉前掲論文では， 19世紀までのクイ社会

について士地所有権観念がみられず，土地利用を根拠

とする土地保有が存在したこと，またバンコクを中心

とする寄生地主制の成立を契機に，近代的土地所有権

が確立したことが指摘されている。しかしその場合，

両者の中問に位置する土地所有形態については分析さ

れていない。これに対して北原前掲論文では，現代ク

イ農村における伝統的土地所有について，分割，保管，

相続の所有権移転段階が明らかにされている。 ドンデ

ーン集落においても，同様の所有権移転段階が確認さ

れている。しかしその場合，伝統的土地所有の性格に

ついては分析されていない。

また，北原前掲論文では使用貸借の一部が保管と表

現されている。たしかに近い親類問で契約される使用

貸借の多くは，廿該農地の相続を前提とした経営主宰

権の委譲であり，農地の委託管理とも理解できる。し

かし，第 1に本集落における使用貸借の契約関係は，

親子・兄弟姉妹の近親問のみならず，隣人・知人間に

も普及しており，後者の場合，農地相続が当事者間で

まったく考慮されていないこと，第 2に近親間の契約

関係についても，耕作権や土地所有権は親や兄弟姉妹

の年長者に帰属しており，土地所有権者や耕作権者は

経営主宰者とは異なること，などの理由から，本稿で

は小作料支払いのない農地貸借関係を使用貸借と呼

ぶ。

（注 7) 調査の実施に当って，調査主任である福井

捷郎，口羽益生，海田能宏各氏から貴重な助言を，そ

の他の共同研究者の方々から多くの意見をいただい

た。ここに記して惑謝したい。

（注 8) 本集落では，畑をライ (rai)，菜國をスワン

(swun)とそれぞれ呼んでいる。また，かんがい水の不

必要な畑に比較して，かんがい水の必要な菜涸は川や

池沿いに立地しており，両者を明確に区別することが

できる。以上から，本稿では野菜が栽培される菜園を

畑と区別して，呼ぶことにする。

l 調査村落における農地制度の特徴

1. 親族組織における土地所有と相互扶助

近代的土地所有権は，所有権者への自由な使用・
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収益権ならびに処分権の帰属とその絶対性に特徴

この点からがある。本集落における土地所有は，

第2表

考えると二面的性格をもつものと思われる。すな

わち一方では，現物経済における相互扶助を目的

とした農地の使用•処分について，親族組織の強

い規制を受け，私的土地所有権が厳しく制限され

ある程度個ている。他方では貨幣経済において，

人の自由な判断により農地賃貸借が行なわれてい

る。本稿では前者を伝統的士地所有と呼び，後者

は，土地所有権者について使用・収益権ならびに

処分権の自由度が拡大されており，近代的土地所

有権に近いものと考える。

本集落では 1組の夫婦が結婚後，原則として親

の死亡を契機にそれぞれの親から農地を相続する

この場合相続した土地所有権はそれぞれ個人

に帰属する。すなわち，妻がその両親から相続し

た農地は妻がその所有権を持ち，夫がその両親か

ら相続した農地は夫がその所有権を持ち，決して

共有資産とはならない。これに対して夫婦が結婚

が，

後，

なり，

自分たちで購入した農地は両者の共有資産と

もし夫婦が離婚した場合には，半分ずつ分

割される。

結婚後も，夫と妻はそれぞれの親を中心とする

親族組織と密接な関係を持ち，相続した農地は

各々の親族組織の経済的機能を強化する方向に

活用される。つまり夫がその両親から相続した農

地は，夫方の親族組織における相互扶助のために

活用されるし，妻が相続した農地は，套方の親族

組織における相互扶助のために活用される。この

場合，親族組織とは親とその子供により構成され

る血縁集団を指している。農地相続は親を中心と

する親族の合意の下に行なわれ，相続された畏地

の使用と処分は親族との相談とその合意を前提と

しかし，夫婦の共有資産についてはこの限する。

農地貸借の類型とその内容

(1983年までののべ実績）
（単位：件，ライ）

項 目 使用貸借 1刈分小作 I
定額金面i
小作

件 数 8 31 
対水田面積（ライ） 43 372.75 

象
畑件数 7 

地 面積（ライ） 切．51t 
目菜園件数 22 

面積（ライ） 14.6 ニ
約対 親子 21 I -
相人‘ 妻→妻の親類 7 I 13 

手関 夫→夫の親類 1 I 7 

の係 その他の親類 2 I 1 

性
隣人・知人他 6 I 12 

格在
＾住集落内 29 18 
件 関 隣接集落間 4 
塾 係 そ の 他 4 t 
霜畠嬰農終 了 1 7 

（件数）
継 続 36 I 26 

契約終了
事例の存 1 年ー 3

続期間ー
2~4年 1 I 4 

I 1980年代 13 17 契約継続
事例の開 1970年代後半 13 5 

始時期
1970年代前半 5 I 4 
1960年代 5 I -

（出所） 筆者調査による。
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りでない。親族組織における相互扶助機能の発現

は，現物経済において顕著であり，貨幣経済では

世帯単位に意思決定が完結する傾向が強い。

本集落では農地の開墾が終了しており，農地の

所有権を獲得する方法は，相続と購入に限定され

ている。ある農家が増加する家族農業労働力に対

応して，農地面積規模を拡大するためには，両親

から相続された農地に加えて，農地を購入しなけ

しかし農地売却希望農家は少な

これまでの農地売買実績はあまり多くない。

ればならない。

く，

むしろ農家における労働力の過剰と不足に対応し

た農地面積規模の調整は，親族組織を中心とした

農業共同経営と農地貸借により実施されている。

農地貸借の契約は個人間で行なわれる。ある家
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族の農地は，その所有権の所在から夫の所有する

農地，妻の所有する農地，夫妻の共有する農地の

三つに区分される。これらの農地を貸付ける場

合，前述した親族組織における経済的調整機能と

相互扶助を基調として，次の優先順位で貸付け相

手を選定する。優先順位の高い順から，第 1に親

子関係あるいは親しい兄弟姉妹関係，第 2にそれ

ぞれのこの他の親類関係，第 3に仲間うちの隣人

関係，第4に農地が隣接している者同士，第5に

知人となる。これら農地貸借における対人関係に

は，後述する農地貸借類型ごとに明確な差異がみ

られ，経済的調整機能と相互扶助の内容について

も，それぞれ特徴がある。

第2表から農地貸借全体に関する1983年までの

のべ実績についてみると，契約相手の対人関係は

親子間，あるいは妻から妻の親類へ，夫から夫の

親類へと農地が貸付けられる事例が， 85件中56件

と全体の 66芯を占めている。これらの農地貸借

は，濃密な相互扶助を目的に，同一親族組織内に

おいて契約されており，伝統的土地所有下におけ

る親族組織の経済的調整機能の発現形態である。

また，後出の第 6表から農業共同経営における対

人関係についてみると，その大半は親世帯と子供

世帯との間で契約されている。そのうち，親族組

織外の世帯と契約している事例は，ごくわずかで

ある。それゆえ，農業共同経営も基本的には，伝

統的土地所有下における親族組織の経済的調整機

能の発現形態であると考えられる。またこの他に

も，農地売却希望者が，その所属する親族の長に

その意思について相談し，その長が同一親族組織

内において農地購入希望者を選択することによ

り，同一親族組織内において農地売買が成立する

ように調整した事実が確認されている。

以上，後述するように農業共同経営の大部分の

50 

事例では，農地の使用・収益について，親族組織

の規制を受けた伝統的土地所有の発現形態がみら

れる。また農地貸借と農地売買の多くの事例で

は，農地の使用・収益・処分について，親族組織

の規制を受けた伝統的土地所有の発現形態がみら

れる。このように伝統的土地所有は，その意思決

定単位（注1)である親族組織とともに，調査集落に

おける農地制度と農業経営とについて考えるうえ

で，決定的に重要な概念である。

2. 現物経済と貨幣経済とにおける農地配

分（注2)

本集落では，水田（米），菜園（野菜）を対象とす

る現物経済と，畑，畜産，農外就業を対象とする

貨幣経済とがある。現物経済の意思決定単位は相

互扶助が期待できる親族組織であり，貨幣経済の

意思決定単位は個人または夫婦とその子供（世帯）

である。現物経済，貨幣経済ともに，農家におけ

る農地と比較した労働力の相対的過不足状態を調

整する機能がある。現物経済では，第 1に作業適

期と技術水準により規定された農地と労働力との

過不足調整，第 2に自給食糧の安定的確保，第3

に食糧分配の平等化を目的に，農地相続，共同経

営，使用貸借，刈分小作により農地が配分される。

貨幣経済では，第 1に最適集約度を実現できる適

正規模，第 2に収益最大化を目的に，相続，定額

金納小作により農地が配分される。

本集落における農地制度と経済活動の展開につ

いてみると（第 1図），現物経済が支配的な時期と

貨幣経済が拡大してきた現代とでは，農地制度な

らびに意思決定単位が異なるように思われる。現

物経済が支配的な時期の農家経済は，米（水田），

野菜（菜園），畜産（鶏，水牛，牛）を中心に，副業

（養蚕，竹細工等），綿（畑）などの自給生産を対象

とし，農地配分は親子・兄弟姉妹間の濃密的相互
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農地制度の展開 経済活動の展開

扶助を基調に，相続，共同経営，使用貸借により

行なわれていた。

ケナフ（畑），

れる。

る。

しかし，農外就業，キャッサバ・

とうがらし（菜園）などの貨幣経済が

拡大し，販売目的の畜産（馬，豚）や副業が増加す

ると，対人関係については隣人・知人などとの接

触が日常化し，農地配分も定額金納小作が導入さ

これら貨幣経済については，居住単位であ

る農家世帯が意思決定単位となる。現在では親族

組織と農家の二つの意思決定単位が併存してい

ある親子の家族周期から両この点について，

者の意思決定単位のあり方についてみると，親あ

るいは夫婦を中心とする単一世帯→親子の複数世

帯による全面農業共同経営を核とする親族組織→

単一世帯→親族組織と推移するサイクルをもち，

二つの意思決定単位が家族周期の変化に対応して

交互に出現する。

（注 1) 意思決定単位とは，農家経済のうち家計経

済を除く所得経済について，所得獲得のための経済活

動が行なわれ，収益分配が完結する人的集団の単位を

意味する。

（注 2) 農地配分とは，農地相続，共同経営，使用

貸借，刈分小作および定額金納小作により，農地の利

用権が配分されることを意味している。

II 
農地貸借の類型とその成立条件

1. 農地貸借の類型

調査集落でみられた農地貸借の類型は，使用貸

借，刈分小作，定額金納小作の三つである（第2

表）。

使用貸借は，土地用役の対価である小作料の支

払いがみられない貸借であり，相続により農地所

有権が移転される以前に，農地管理権のみを委譲

した事例も多い。その対象地目は菜園が多いが，

水田・畑も少なくない。契約相手との対人関係，

在住関係についてみると，親子間あるいは妻がそ

の親類に貸付ける場合で，同一集落に在住してい

る事例が多い。同一親族組織内の使用貸借は，

の大半が相続を前提に契約されており，契約の存

そ

続期間が長期にわたるものが多い。また契約相手

が隣人・知人である場合は，経済的弱者であるこ

れら世帯の自給用野菜や現金確保のために貸し出

される。なお菜園の多くは国有地であり， この場

合農家は耕作権を保有しており，厳密には耕作権

の相続と貸借が行なわれている。

ぅI
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第3表刈分小作における小作料率の分布

（単位：件）

契約開始時期（そ喜？了分）
地目・対人関係 ―~―9 、”.

197岬代~ I 1980年代の区分

33% 40% 50% 33% |40%150% 

水妻→妻の親類ー 2 3 4 4 -
夫→夫の親類 ― - 3 I 11 1 I -
その他の親類 1 - - - - -

田 その他（隣人，
知人） -I 11 -I -I 21 8 

畑夫→夫の親類i-|- 1 9 - - | 1 

合 計 1| 3 | 7 | 57  |， 
（出所） 筆者調査による。

刈分小作の対象地目は，水田が 31件， 373ライ

と大半を占めている。契約相手は妻や夫がそれぞ

れの親類に貸付ける場合が多いが，隣人・知人に

貸付ける場合も少なくない。契約相手との在住関

係は同一集落内が中心であるが，隣接集落間や土

地所有者が都市に居住する不在地主もみられる。

契約期間は 1年から 3年が多いが，同一親族組織

内で契約される場合， 5年以上にわたる事例もみ

られる。

刈分小作における小作料率の分布についてみる

と（第3表）， 50は， 40佑， 33客の 3種類がみられ

る。 1970年代に契約された刈分I卜作では，当事者

が親類関係にある場合が多く，小作料率も大部分

が50はであった。しかし1980年代に契約された刈

分小作では，当事者が隣人・知人である場合が増

加し， I卜作料率も親類関係である場合が40はや33

佑，隣人・知人関係である場合が50客と，当事者

間の相互扶助関係における濃淡の差異により使い

分けられている。刈分小作は近年増加傾向にある

が，その当事者間の関係は従来の親類関係から隣

人・知人関係へと広域化し，親類間の刈分小作に

おける小作料率は低下傾向を示している。なお刈

ぅ2

第4表定額金納小作における小作料の分布

対象地目

小作料 畑 菜園

件 数I門ライ閃件数I喜9[
200バーツ／ライ ー ー 1 I o.5 

100バーツ／ライ 13 I 79.25 I -
60バーツ／ライ 1 I 5.75 I -

（出所） 筆者調査による。

分小作とは，一定の分配比率にもとづき小作料が

現物形態で支払われる農地貸借のことである。

定額金納小作の対象地目は畑が14件， 85ライで

あり，キャッサバやケナフなどの商品作物生産部

門を対象とした農地賃貸借である。契約相手は，

夫の親類や隣人・知人に貸付ける場合が大半であ

る。契約相手との在住関係は隣接集落間がもっと

も多く，集落内がその次に多い。契約期間は 1~

2年の場合がもっとも多く，同一親族組織内で契

約される場合は 3年以上にわたる事例もみられ

る。定額金納小作における小作料は， 1ライ当り

100バーツが相場である（第4表）。

2. 定額金納小作の成立条件

本集落では近年貨幣経済の浸透が著しく，商品

作物生産部門では畑地面積が少ないことから，農

地賃貸借が比較的多く，定額金納小作が普及して

いる。所有農地面積規模が零細化した農家につい

ては，現物経済の水田では刈分小作，貨幣経済の

畑では定額金納小作により全体の経営面積規模を

拡大している。定額金納小作の成立条件は以下の

5点である。

第 1に，その対象作物はキャッサバ，ケナフの

畑作物であり，収穫作業に雇用労働を多投し，収

穫された生産物はすべて販売される商品作物であ

る。
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キ ャッサバ
項目

1977 I 1981 
ペ C̀  ヘ`-9冒 マ

関係農家数（戸） ー 11 
関係畑地面積（ライ） ー 76.8 

～ → - ～ ＇ ｀ヽ・ -’ ”” ” 

生 産量化kg／ライ） 2，066 1,352 
粗 収 益バーツ／ライ） 909 I 1,014 

c~ ァ

士地利用経営費（バーツ／―
うち，労I費｛

フイ） 519 I 705 
バーツ／ライ） 314 I 523 

労働 間時間／ライ） ー 152 

士地純収益（バーツ／ライ） 390 I 309 
一←つ

第5表 主要畑作物の 1ライ当り土地利用経営費と土地純収益
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（出所） 1977年のキャッサバは，タイ国農業省のキャッサバ生産費調査から， 1978年のケナフは，同じくケナフ

生産贄調査から引用している。また1981年と82年の数値は筆者調査による。
（注） （1) 家族労働費は4バーツ／時間で，流動資本利子率は 5%，固定資本利子率は10％でそれぞれ評価した。

(2) ーは該当資料がなかったことを意味する。

第 2に，当事者間の契約関係が親類関係に限定

されず，隣人・知人間でも広く普及していること

から，士地用役市場への参入障壁の緩和がすすん

でいる。また当事者間の契約関係が親類関係であ

る場合，親子や兄弟姉妹間の定額金納小作は皆無

であり，従兄弟関係やおじ•おばと甥との関係が

大部分である。

第 3に，士地用役市場の地域的範囲が隣接集落

間あるいはより広域的地域に拡大しており，市場

の広城化がすすんでいる。

第 4に，定額金納小作の小作料相湯は，本集落

の所属する行政区ドンハン (TambonDon Han）内

の国有地における小作料を基準に決定されてい

る。県の行政機関が当該国有地を管理しており，

国有地の小作料は畑作物の費用と収益とを勘案し

て，県の行政機関により決定されている。この小

作料が，当該地域の定額金納小作における小作料

相場に影響を与え，広域的に同一の小作料相場が

成立していることから，市場における情報の公開

がすすんでいる。

第 5に，定額金納小作の対象作物について，借

地経営の小作料支払能力である士地純収益をみる

と（第5表），キャッサバのそれは常に 1ライ当り

100バーツを上回る水準にある。ケナフの土地純

収益は，年々の収量と価格の変動により不安定で

あるが，粗収益の順調な年 (1981年）は土地純収益

が 1ライ当り 100バーツを超える。それゆえ対象作

物の土地純収益は，大略して小作料相場を上回る

水準にあり，企業利潤が小作農に確保されている。

また契約期間は通常 1~2年と短期間である。こ

れはタイ社会の伝統的慣行である農地利用が長期

化すれば，当該農地の耕作権あるいは占有権が発

生する事実に対抗して，地主が契約相手を短期間

に変え，所有農地に小作農の耕作権あるいは占有

権が発生しないように，農地所有権の安全性を確

保する目的で行なう措置である。すなわち，一方

では借地経営における経済的有利性がみられ，小

作農の土地用役に対する需要が多い。他方では地

主が契約期間を短かくし，特定の小作農に賃貸契

約が固定化しない措置をとり，農地所有権の安全

う3
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性を確保している。それゆえ定額金納小作につい

ては，当事者間の競争構造的土地用役市場が成立

しているものと思われる（注1)。

定額金納小作の場合，その対人関係は隣人・知

人間で成立する傾向が強い。それが親類間で契約

される場合でも，従兄弟関係やおじ•おばと甥と

の関係であり，定額金納小作は伝統的土地所有の

範囲外で成立している。それゆえ定額金納小作の

対象農地については，親族組織による当該農地の

使用・処分に対する強い規制がみられず，その土

地所有権者には当該農地の使用・収益・処分の自

由が確保されている。それゆえ畑の所有権は，伝

統的土地所有下にある水田や菜園の所有権とは異

なり，近代的土地所有権に近いものと思われる。

（注 1) 競争構造的土地用役市場とは，小作農問の

競争関係，地主間の競争関係，小作農と地主との対抗

関係の三つの条件により，小作料や当事者の権利関係

が決定される土地用役市場を意味する。この点につい

ては次の文献参照。

拙稿「都市近郊野菜経営における農地賃貸借および

小作料の実態とその形成要因」（『農林業問題研究』第

14巻第 3号 1978年 9月）。

m 親子農業共同経営と刈分小作との

比較分析

1. 親子農業共同経営の類型

調査集落における親子農業共同経営には，全面

共同経営と部分共同経営との 2類型がみられる

（第6表）。これらは子供世帯が親世帯から，農業

経営，家計消費の両面で経済的に自立してゆく家

族周期の各局面に対応している。子供が結婚した

当初は，通常親夫婦と子供夫婦とは数年間同一家

屋に同居する。その後子供夫婦は親夫婦から家屋

を独立し，同時に両世帯間で全面農業共同経営が

開始される。共同経営の対象作目は，水稲作，畑

54 

作，野菜作，畜産の全部門に及んでおり，その生

産物は両世帯間に分配されずに，共同で保管・消

費される。両世帯間では濃密な相互扶助を目的に

貨幣経済面を除いた家計消費面には部分共同関係

がみられる。全面共同経営は，原則として親世帯

とその娘世帯との間で契約され，なかには 3~4

世帯がひとつの共同経営を組織する場合もある。

親子全面農業共同経営は，農地・資産の相続と

農業技術の伝承を含めた親から子への農業経営の

委譲形態である。その展開は，子供世帯における

所有農地・固定資産の蓄積状況に対応して，次の

3段階に区分できる。第 1は，子供夫婦が親夫婦

から世帯を独立した初期の段階であり，子供世帯

は農地ならびに農用固定資産を所有せず，共同経

営には労働力のみを出資する。その後子供世帯に

は，菜園と若干の農用固定資産が蓄積される。そ

れゆえ第 2の段階は，子供世帯により菜園と若干

の資本が出資される全面共同経営である。第3段

階の全面共同経営は，子供世帯における所有農地・

固定資産の蓄積がさらに進み，親子の複数世帯

により労働力，資本，農地が共同出資される（第

6表）。

部分共同経営では，家計消費面について子供世

帯における親世帯からの自立化が進み，子供世帯

が米倉を建設して，収穫物の分配が行なわれる。

その対象作目は水稲作と畑作であり，収穫物の折

半分配が大部分である（第7表）。この場合，家計

消費面における両世帯間の相互扶助関係は希薄化

するし，経済的には子供世帯は親世帯から独立す

る。また契約関係は親子間に限定されず，その他

親類関係や隣人との間にも部分共同経営が一部み

られる。農業共同経営の契約期間は通常 1年から

数年間と不安定であり，複数の子供世帯を順次選

定してゆく場合が多い。しかしなかには契約関係
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第6表親子農業共同経営の類型とその内容 (1982年末現在）

全面共同経営 部分共同経営

項 目 鐸世胃によ子供世帯による若農地・労働カ・ 1 共同経営の相手
る労働のみ干の資本・菜園・
の出資 1労働力の出資 資本の共同出資 子供世帯 その他

- ---- ～ ～、ー、一

娘 世帯 4 I 4 I 3 I 3 農地所有世帯 未婚の娘たち
（親世帯）から 麿数の娘世帯 2 2 

子世帯 1 みた耕作世帯 ‘‘ その他親類
との対人関係隣 人

（件）
●ヽ ● ・ • - -

計 5 I 4 I 5 I 6 
．．．、て冒•

I 
契約の終了・ 1981年末終了 4 

1982年末終了 1 
継続状況（件） 1983年末継続 5 I 4 I 5 i 1 

．．．．  ····~···• ●っ＂→ ~ •~ • 9 、.．．.

地 i水田 25.9 I 30.7 I 23.8 I 18.8 

農業共同経営
目畑 6.1 I 5.8 
別菜園 0.7 1.o 琵

・・・・・・・・-・・-・-・・・・・・・・・-・、.．

の平均経営面所 ・有所訂地 31.7 38.2 29.o 18.8 

積（ライ／件）
貸、地 1.6 I 1.5 I 3.2 

・借入地 2.6 I o.8 I 2.2 閃---C-T •一ー· •一• • 

経営地 32.7 I 37.5 I 28.o I 18.8 
別 ．．．．  

3
1
 
4
 

4
 
8

2

 

．． 
8

4

 

13.0 

13.0 

（出所） 筆者調査による。
（注） 全面共同経営の平均経営面積については，これに参加する親世帯と子供世帯との間の貸借関係を相殺し，
両世帯が共同出資した農地について示している。

第7表部分共同経営における収穫物の分配率

（契約終了分も含む）
（単位：件）

···········-··~--

契約開始年度 収穫物の分配率

耕作世帯の内容 濃地所有者：耕作者）
i980年1978年．ー一凶後1凶前[-l|3:212:--11:•い

水娘世帯 2 I 1 I 2 I 1 
麿数の娘世帯 1 1 2 
、子世帯 1 I 1 I ; 

田その他親類 1 I 1 I 1 I i 1 
． ‘-．、 一・"” . --------

畑
その他親類 1 
隣人 1 I 1 i 1 

C-- -• • • I ---• I 
1 

合計—--5 | 52  1 2 

（出所） 筆者調査による。

が10年以上，特定の親子間に固定している場合も

みられる。第6表の部分共同経営のうち 5件がす

でに契約を終了している。このうち 4件は共同経

営終了後，対象農地の一部を親から相続しており，

残り 1件は対象農地を使用貸借に変更している。

2. 刈分小作の成立条件とその共同経営的性格

刈分小作は，農地と比較した労働力の相対的過

不足状態の発生を契機に成立する。本集落におけ

る刈分小作世帯では，相続・購入した所有農地が

零細であり，農地と比較した労働力の相対的過剰

状態が刈分小作世帯の成立条件である。これに対

して刈分地主世帯では，農地と比較した労働力と

くに基幹男子農業労働力の相対的不足状態が，そ

の成立条件である。刈分地主世帯において農地と

比較した基幹男子農業労働力の相対的不足状態が

成立する要因には，第 1に夫が安定的農外就業に

従事している場合，第 2に夫が死亡した場合があ

る。このうち近年，都市化の影響を受け，農外就

業機会や現金収入源が拡大してきている本集落で

55 
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は，前者は近年発生してきた今日的要因であり，

後者は従来からみられた要因である。

本集落でも人口と世帯数の増加により，農家 1

戸当り平均所有農地面積は減少してきた。しかし

各世帯に充分な所有農地が確保され，子供世帯に

ついても相続と開墾，購入により，比較的容易に

所有農地が獲得できた時代には，恒常的な刈分小

作世帯や刈分地主世帯は存在しなかったものと推

定できる。 1966年の本集落に関する農家調査で

は，小作世帯は皆無であり，小作地率もきわめて少

なかった（注1)。当時の家族周期は，自作農世帯→

親子の複数世帯による全面農業共同経営→親子の

複数世帯による部分農業共同経営→自作農世帯で

あったものと思われる。そのなかで「刈分小作」

は，夫の出稼ぎや死亡を契機に兄弟姉妹間で契約

される過渡的相互扶助形態であり，それは一種の

部分共同経営であったものと推定できる。たとえ

ば筆者による調査農家における刈分小作の推移に

ついてみると， 1983年現在の刈分小作は27件，

325.8ライであり，そのうち隣人・知人間で契約さ

れる場合が10件， 125.5ライともっとも多い。こ

れに対して1979年の刈分小作は13件， 150.3ライ

であり，そのうち兄弟姉妹間で契約される場合が

8件， 84.5ライと，その大部分を占めている。そ

れゆえ刈分小作の初期形態は，兄弟姉妹間のそれ

であると推定できる。

兄弟姉妹間の「刈分小作」が一種の部分共同経

営である理由は，次の 3点である。第 1に本集落

では，土地の利用と処分が親子・兄弟姉妹内の相

互扶助を目的とする共同意思決定を前提としてお

り，兄弟姉妹間では伝統的士地所有下における共

有に近い土地所有形態がみられる。第 2に刈分小

作は収穫物の定率分配形態をとり，複数世帯によ

る経営要素出資に対する一種の収益分配と考えら

ぅ6

れる。第3に収穫物の定率分配形態は，生産の不

安定性に対する共同危険負担である（注2)。

また，兄弟姉妹間の部分共同経営が，父親の死

亡を契機にそのまま「刈分小作」へと展開した事

例もみられ，このかぎりで兄弟姉妹間の「刈分小

作」は部分共同経営の延長として位置づけられ

る。それゆえ兄弟姉妹間の「刈分小作」の原型は

部分共同経営であると考えられる。このように，

兄弟姉妹間の「刈分小作」とその他の刈分小作と

を区別することにより，後述するように前者にお

ける有利な小作料率の採用と優等地の配分とが合

理的に説明できる。

（注 1) 1966年の本集落に関する農家調査について

は，水野前掲書参照。

（注 2) 出資と経営が未分離の段階における農業共

同経営については，出資体における経営要素共有がそ

の成立条件である。この場合，一方の世帯が労働力の

みを提供し，他方の世帯が農地と資本を提供する経営

体についても，地主小作関係あるいは雇用者と農業労

慟者の関係として把握せずに，一種の共同経営として

把えることができる。

w 部分共同経営と刈分小作に関する

地代論的分析

1. 小作料に関する経済分析

水田の経営形態・農地貸借類型からみた物的士

地生産性についてみると（第8表）， 1ライ当り米

生産量は，使用貸借地，自作地，共同経営地，刈

分小作地の順で高い。本集落では米生産量は，毎

年不安定である。たとえば1980年は洪水による被

害， 81年は普通作， 82年は旱魃による被害があっ

た。調査農家に関する経営面積に占める収穫面積

の割合は本表に示している。本集落では 3年に 1

度の割合で普通作が期待できることから，表の 3

カ年平均生産量（単年度当り）は，長期的にみた物
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第8表 水田の経営形態・農地貸借類型からみた物的土地生産性

項 目 自 作全面共同経営1部分共同経営使用貸借刈分 9]、作全調査農家•-—•一→1.  .、·-·-~····

1981年の経営面積（ライ） 419.3 I 348.5 I 81.5 I 23 237.8 I 1,046.8 
同水田保有農家数（戸） 32 I 20 I 5 I 5 I 13 I 56 
同水田経営農家数（戸） 31 I 31 I 11 I 4 I 12 I 61 

・~··· ··~--···-·· 

経営面積に占め 1980年 31 I 29 I 39 I 30 I 26 I 31 
る収穫面積の割 1981年 84 100 87 100 1 89 90 
合(%) 1982年 48 I 47 I 31 I 78 I 31 I 45 

・・-----・・・・・・・喩●

3 樗雷聾•国りこ 226ーロ99 - 202 250 182 

3カ年平均経営面積
1ライ当り生産量(kg) 124 I 115 I 116 I 174 I 89 115 

208 

（出所） 筆者調査による。
（注） （1) 水田保有農家とは，水田所有あるいは水田借入れにより耕作可能な水田経営面積を保持している農家

である。
(2) 水田の経営形態別と農地貸借類型別とでは，経営面積，保有・経営農家数について一部重複がある。

第9表刈分小作における対人関係と小作料率からみた物的土地生産性

1980 I 1981 I 1982 I 3カ年平均
項目

福選面漬ー一平均収量 経営面積 i平均収量 経賞面積一平均収量面認｛面積 平均収量
（フイ） （Kg［ライ_) （ライ） I （kg／フイ） I ―- （フイ） （棺／フイ） （フイ） I （kg／フイ）

閃 妻→妻の親類 69 44 107 185 1m 42 94 97 
その他親類 42.3 I 31 I 42.3 I 164 I 32.3 I 60 I 39 I 87 

隠その他 62.5 24 88.5 152 1(Yl．5 54 86 80 

翡 33% 28.8 44 48.8 208 56.8 73 44.8 116 
40% I 36 I 85 I 68 I 184 I 63 I 34 I 56 I 106 

料
率

50% I 109 I 14 I 121 I 145 I 1切 47 I 119 I 70 
9 ―ヽ→

（出所） 筆者調査による。
（注） 平均収量は経営面積 1ライ当り収量を示している。

的土地生産性と判断できる。それゆえ，相続予定

地である使用貸借地，自作地，共同経営地，刈分

小作地の順に土地生産性が高いことは，少なから

ず農地の豊度差が影響を与えているものと思われ

る。

ところで，前述したように部分共同経営におけ

る収穫物の分配率は，折半配分が支配的である。

また刈分小作における小作料率は，当事者が隣人

・知人の場合50f如が中心であり，近年は40~蹂が増

加傾向にある。当事者が親類関係にある場合，小

作料率は40客と 33fなが多く，近年33~なが増加傾向

にある。全体として刈分小作料は低下傾向にあ

り，購入生産財と農外就業機会の増加に対応して

3経営要素のうち農業生産に貢献する土地の比重

が低下し，労働力や資本のそれが上昇しているこ

とを示している。これと同時に，米生産を中心と

する現物経済が膨張する貨幣経済との結びつきを

強化し，その影響を受けている点も見逃せない。

刈分小作における小作料率別農地の物的土地生

産性についてみると（第9表）， 3カ年平均経営面

積 1ライ当り生産量（単年度当り）は， 9卜作料率が

低い水田ほど高い傾向を示している。刈分小作の

当事者が親類関係の場合，小作料率は低い傾向に

あり，物的土地生産性が水田の豊度差を反映して

57 
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いると仮定するならば，優等地が親類に，劣等地

が親類以外に配分されているわけである。

1981年産の平均農家庭先米価は，籾米 1胡当り

2.6バーツであるぼ 1)。また刈分小作における小

作料率別平均小作料(1980年から82年までの 3カ年平

均値）は， 1ライ当り籾米換算で33名の場合381ふ

40ぷの場合42耕， 50富の場合35舷である（第9表）。

これは刈分小作における地主が，長期的に小作農

から期待できる平均的小作料収入と考えられる。

これらを現金換算すると，それぞれ 1ライ当り 100

バーツ， 110バーツ， 91バーツとなる。それゆえ

刈分小作の小作料は，いずれの場合も定額金納小

作の小作料相場である 1ライ当り 100バーツに近

似した水準にある。もちろん，現物経済を対象と

する刈分小作と貨幣経済を対象とする定額金納小

作とは，それぞれ異なる土地用役市場を形成して

いる。しかし，現物経済が徐々に貨幣経済に包摂

され，その影響を受ける過程は否定できない。士

地用役市場についても，刈分小作における小作料

率が低下傾向を示しており，長期的にはそれが定

額金納小作における小作料水準を目安に収束して

きたものと思われる。

2. 部分共同経営と刈分小作に関する地代論的

分析

本集落における土地（水田）の等級別配分原理は，

第10表に示している。生産の不安定性と自給性に

特徴のある本集落の稲作については，競争構造的

土地用役市場が形成されておらず，テイラー (H.

C. Taylor)の地代論をそのまま適用することはで

きない（注2)。テイラーはリカードの地代論を批判

して，農業者 (farmer)の経営能力の優劣により士

地の等級別配分がなされ，地代と企業利潤が決定

される地代論を展開している。そこでは，優れた

経営能力をもつ農業者には優等地が配分され，支

58 

払う地代も高いが，農業者の獲得する企業利潤も

高いことが明らかにされている。本集落では近代

的土地所有権とは異なる伝統的土地所有がみら

れ，士地所有者との対人関係における近親度に対

応した農地配分が行なわれている。また農地配分

形態も使用貸借，部分共同経営，刈分小作があり，

刈分小作において採用されている小作料率も 33

吝， 40f蹂， 50嵩と多様である。これらの異なる農

地配分形態や小作料率が，土地所有者との対人関

係における近親度の違いに応じて使い分けられて

いる。それゆえ農業者の経営能力の代わりに，士

地所有者との対人関係における近親度の差異なら

びに農地配分形態や小作料率の差異を変数とし

て，テイラーの地代論を本集落における農地貸借

と部分共同経営とに応用したものが第10表であ

る。

本集落における土地の等級は，単位面積当り平

均収量により決定できる。その収量は第8表と第

9表から高い順に，使用貸借，部分共同経営，刈

分小作（小作料率33古），刈分小作（同40は），刈分

小作（同50は）となる。それゆえ前者には優等地

が，後者には劣等地が配分されている。本集落で

は，土地の等級別配分が土地所有者との対人関係

における近親度にもとづいて行なわれており，そ

れはまた農地配分形態や小作料率を決定する要因

でもある。すなわち，親子間では使用貸借や部分

共同経営が家族周期のー局面において行なわれ，

使用貸借には最優等地が配分される。兄弟姉妹間

では部分共同経営や小作料率33客の刈分小作が契

約され，これらには比較的優等地が配分される。

その他の親類間では小作料率40客の刈分小作が契

約され，比較的劣等地が配分される。隣人・知人

間では小作料率50~':+ の刈分I卜作が契約され，これ

には最劣等地が配分される。
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第10表 部分共同経営と農地貸借の関係農家における稲作所得
- -

土地の等級＝対人関係 耕作者・小作農
一、、、

1平均耕 平均自
-- -

1ライ当 総所得 稲作所得1平均家
家族1人

親子・兄兄弟その他隣人・親子 り所得/j,_)作面積 作地面ム 当り稲作
弟姉妹姉妹の親類知人 1 (B）伍）x（B)積 口 計族数所得

174 - - - — 一位g) （ライ）ー(kg)--（ライ） （捏） 1 （kg) 

経＊使用貸借 1gi)1 _ 1 I I i 1441 61 8641 o I 8641 s.o I 173 
営
形部分共同 経営 ，

116 

態
I (30) i 1 43 I 14 I 602 I 3.o I sn I 4.6 I 190 

・ 刈分小作(33%) 醤ぶ ： 431 1s I 6451 s.s I 1,1671 s.o I 233 
小 腐 391 10 I 390 I 4. s I s22 j 4. 7 I 175 作 I刈分小作(40%)
料
率刈分小作(50%） 9 , （腐 20 I 12 I 240 I s.1 I 1,023 I 6.3 I 162 

゜
43 38 42 

6 16 15 10 

゜
688 570 420 

7.0 2.9 

゜1,318 831 420 
5.5 5.5 4.0 

240 151 105 

·—"·-~·. 

土地の等級別に土地所有者，耕作者，小作農ヘ

と配分される所得，地主に配分される小作料（所

得）についてみると（第10表）， 次の 2点がその特

徴である。第 1に，部分共同経営における士地所

有者への配分所得と刈分地主における小作料（所

得）とは，いずれも籾米換算で35胡／ライ～43胡／

ライの範囲内にある。前述したように，刈分小作

の小作料は定額金納小作の小作料相場である 1ラ

イ当り 100バーツに近似した水準にある。部分共

同経営における土地所有者への配分所得も同様の

水準にあり，土地への要素所得である地代は，ほ

ぽ 1ライ当り 100バーツに収束しているものと思

われる（注3)。第 2に，耕作者・小作農の所得は使

用貸借においてもっとも高く，以下小作料率50名

の刈分小作へとゆくのに対応して低下してくる。

耕作者・小作農の所得の大きさは，土地所有者と

の対人関係における近親度により決定されてい

る。すなわち親子間で契約される使用貸借ではそ

35 

12 

420 

゜420 5.0 

84 

（注） ＊粗収益 (kg／ライ），かっこ内経営費(kg／ラ
イ）。

（1} 刈分地主の 1ライ当り所得は小作料収入であ
る。

(2) 粗収益は第 8表，第9表の 3カ年平均経営面
積 1ライ当り生産量をとり，経営費は1981年調
査結果から概数として利用している。

(3) 自作地の粗収益は124kg／ライ（第8表），経営
費は34kg／ライとし，その稲作所得は90kg／ライ
として計算した。

れがもっとも高く，隣人・知人間で契約される刈

分小作（小作料率50~芍）ではもっとも低い。

以上の地代論的分析では，単位面積当りでみた

所得・小作料について検討した。以下では，世帯

単位の食糧（米）自給を視点に，農地配分形態，小

作料率別の稲作所得についてみることにする（第

10表）。土地所有者，地主，耕作者，小作農の各世

帯単位に，地代論的分析の対象とした対象地片の

他に，それぞれの自作地を含め，各世帯ごとの平

均稲作所得合計を計算する。この合計値を各世帯

の平均家族数で割り，家族 1人当り稲作所得を求

めている。

家族 1人当り稲作所得についてみると，親子・

兄弟姉妹間で展開されている伝統的土地所有下の

農地配分形態である使用貸借，部分共同経営，小

作料率33客の刈分小作における当事者世帯では，

いずれも， 150胡／人以上の稲作所得が確保されて

いる。それゆえ伝統的土地所有下の農地配分は，

う9
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当該世帯における自給米の安定的確保を目的とし

て行なわれ，現状ではいずれの世帯も，最低必要

量以上の自給米が確保されているものと推定でき

る。使用貸借の場合，地主はその小作農あるいは

この他の子供世帯と全面農業共同経営を行なって

おり，当該世帯の稲作所得は計算していない。これ

に対して，伝統的土地所有の範囲外にある農地配

分形態である小作料率40名， 50名の刈分小作につ

いてみると，小作農世帯では162胡／人～175胡／人

の稲作所得が確保されている。この稲作所得水

準は，自給米の最低必要量に近いものと思われ

る。このかぎりで小作農における刈分小作地の調

達は，自給米の最低必要量の確保を目的として行

なわれている。また刈分地主世帯の家族 1人当り

稲作所得は， 84胡／人～ 105胡／人と少なく，自給

米の最低必要量以下の水準にある。刈分地主世帯

では基幹男子労働力あるいは婦人労働力が，小売

商，運送業，野菜仲買，恒常的賃労働等の安定的

60 

農外就業に従事しており，不足する米は現金で購

入しているものと思われる。

（注 1) 本集落における1981年産の平均農家庭先米

価や水稲生産部門の費用と収益については次の文献所

収の拙稿参照。 Fukui,H.; Y. Kaida; M. Kuchiba, 

"A Rice-growing Village Revisited: An Integrated 

Study of Rural Development in Nortr.east Thai-

land,’' 京都， The Center for Southeast Asian 

Studies, Kyoto University, 1983年， 280~292ページ。

（注 2) テイラー(H.C. Taylor)の地代論について

は，拙稿「土地改良費の賦課方法に関する考察」（『農

林業問題研究』 第11巻第 2号 1975年 6月参照）。テ

イラーは，農業経営の経営者という意味から「農業者」

(farmer)と表現している。本論では，彼の理論に関す

る説明のために「農業者」の用語を使用している。し

かし，本論の分析は農家単位あるいは経営単位に行な

った。

（注 3) 厳密には，部分共同経営における土地所有

者への配分所得のなかに，土地への要素所得のほかに

土地所有者の出役労働と出資資本への帰属部分が含ま

れている。

（京都大学助手）
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